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◇九段会計通信 Vol.42のコンテンツ◇

■こんなときどうなる？身近な税務トピック
非常用品の取扱い編
■新人ご挨拶
■温故知新な＜九段的ヒトコト＞
■講演開催のご案内！
■中期経営計画セミナー開催中です！
■編集後記

こんにちは！代表の高木です。
先日、あるレポートで、40代～60代の方が、
年齢関係なく、一生付き合える友人を作りたい、
という欲求が高まっているとありました。
私自身、顧問先の社長様とはまさに、
経営者として仲間であり、ときにはライバルであり、
そして何よりも、本当に落ち込んだ時に連絡をいただけるような
関係でありたいと思っています。
そんな存在になれるよう日々精進してまいります！

それでは今月のメルマガをお送り致しますので、
よろしくお願い致します！

代表・税理士　高木　功治

┌――┐彡■こんなときどうなる？身近な税務トピック
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～非常用品の取扱い～

最近では、東日本大震災発生時に帰宅困難者が
大勢いたことなどの影響を受け、家庭だけではなく事業所でも
非常用品を備蓄しているケースが増えているようです。
そこで、今回は非常用品に関する税務上の取扱いについて
お話ししたいと思います。

非常用の食糧品や軍手、ヘルメット、縄などの
少額の備品を会社が準備した際、仕訳科目は何になるのでしょうか？
費用（消耗品費）でしょうか、それとも資産（貯蔵品）でしょうか？
消耗品費と貯蔵品の分かれ目は、いつ事業の用に供したのかです。
事業の用に供すれば消耗品費として費用（損金）となりますし、
そうでなければ貯蔵品として資産計上しなければなりません。
それでは、これらの非常用品はいつの時点で事業の用に
供したことになるのでしょうか？

国税庁のホームページでは、非常用品の税務上の取扱いは



「備蓄することをもって事業の用に供したと認められること」
と公表されております。つまり、実際に消費しなくても、
費用（損金）として計上することが可能となっております。

なお、非常用品は一度そろえたからといって、そのままに
しておくことはできません。定期的な中味の確認や数の確認、
入れ替えの時期などを把握する必要があります。
備蓄時点で損金にできるため、
管理を疎かにしてしまわないように、注意しましょう。

ご質問等不明な点がございましたら、お気軽にご連絡いただければ幸いでございます。

メールマガジン編集担当　　沼辺　勇樹

┌――┐彡■新人ご挨拶
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皆様、はじめまして。
10月より九段会計事務所に入社致しました本田裕介と申します。
簡単ではございますが、一言ご挨拶申し上げます。

私が会計業界に携わり約3年、多くの社長様・オーナー様とお話をさせていただき、
会社経営の難しさについて日々勉強をさせていただいております。
微力ながら、経営発展・売上拡大のため、精一杯サポートを
させていただく所存でございます。

と共に、前号まで編集を担当しておりました新井に代わりまして、
今号より編集を担当致します。
皆様に有用な情報を提供してまいりたいと思っておりますので、
今後とも宜しくお願い致します。

九段会計事務所　本田　裕介

┌――┐彡■温故知新な＜九段的ヒトコト＞
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珈琲だけが、想像力ゆたかな
この労働機械の活動を再々うながす
黒い油であった。

‐オノレ・ド・バルザック（小説家）

執筆活動中50～60杯もの珈琲を飲んでいた彼は、
“創作の天才”といわれるほどアイディアが尽きることが
なかったそうです。

“気合のスイッチ”“油の種類”は人それぞれ。
自分に合った“油”を見つけて注入したいものです。

メールマガジン編集担当　本田 裕介

┌――┐彡■講演開催のご案内！
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来る11月20日、コンサルティング会社の社長による
講演を予定しています。

前回講演が大変好評につき、第２回を開催致します！
大手優良顧客に長年携わってきたプロのコンサルタントの
お話を聞ける希少な機会です。
現場を徹底的に見てきたことと
アカデミックな内容が融合された講演を
是非皆様のビジネスに活かして下さい！

＜詳細＞
日時　11月20日　18時～20時（その後懇親会あり）
場所　九段会計事務所会議室
人数　若干名
費用　無料

残席あとわずかとなっていますので
お早めにご連絡下さい！

電話番号：03-3222-5271
担当：本田
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只今、九段会計事務所では
中期(5ヵ年)経営計画立案セミナーを開催中です！
九段会計事務所の所員小林・新井が社長様に
丸一日密着し、御社の中期経営計画書の策定をお手伝いします！

●経営計画を立てる事により、
企業の進むべき道筋が明確になり、
社員の方々全員とビジョンを共有でき、
全社員一丸となって目標に向かって進む事が出来ます！

「今まで中々、経営計画までは手が回ってないな・・・」
「経営計画を立てようとは思っているけど・・・」
とお考えになられている経営者様は各担当者もしくは
担当小林まで是非ご連絡をいただければと思います！

経営計画担当　小林・新井

┌――┐彡■編集後記
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最近情報の重要性を身に染みて感じた出来事がありました。
平日の夜と土曜日は、学校に通っているのですが、
どうしてもすべての授業に出れません。
先日、同級生から、次の授業は金融機関から特別ゲストが来る、
というメールをいただき、絶対に参加しようと思って頑張って参加してきました。



その結果、中小企業の借入のことについて、色々なお話がお聞きでき、
本当に有意義な授業でした。

中でも印象的だったのが、
同じ業種で同じような規模の会社があり、
その業界にとって重要な情報を得た会社は対策を打つことができ、成長しましたが、
得なかった会社は対策が打てずに倒産してしまった、という事例です。
これを聞いて、情報の必要さと重大さを改めて感じました。
これからもお客様にとって有用な情報を得て、お伝えしていきたいと思います！

メールマガジン編集責任者　　矢合　真弓

―――――――――――――――――――――――――――――――――

☆広告

★ツイッターにてつぶやき中！
フォローミー！＠kudan-kaikei（フォロー返します☆）

★FaceBook始めました！
「税理士法人　九段会計事務所」で検索宜しくお願い致します！
「いいね！」ボタン押して下さい★

★募集！
現在九段会計では季節毎に季刊誌を発行しております。
その中でお客様を紹介するページを設けました。
御協力頂ける方・アピールしたい事がある方、
是非御一報下さい！所員が「インタビュー＆写真撮影」に伺います！！

★「正しい経営を推進する」新しいサービス「ＭＡＳ(マス)」。
次世代の会計事務所として新たな事業を始めていきます。
詳しくは所員までお尋ね下さい。

いつも九段会計事務所をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは弊所顧問先様のほか、名刺交換させていただいた方も
対象に送りしております。
配信停止をご希望の方は、お手数ですが、下記までご連絡下さい。
info@kudan-tax.jp
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〒102-0074
東京都千代田区九段南４－３－１
滝ビル３Ｆ



TEL　　03-3222-5271
FAX　　03-3222-5270
URL　　http://www.kudan-tax.jp/
mail　   info@kudan-tax.jp
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